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令和６年度京都市民間保育園等指導監査実施要領 

 

１ 指導監査の目的 

指導監査は、児童福祉法第４６条第１項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律第１９条第１項、子ども・子育て支援法第１４条第１項、第３８条第１項

及び第５６条第１項、平成１２年４月２５日児発第４７１号厚生省児童家庭局長通知「児童福祉

行政指導監査の実施について」、その他関係法令等に基づき、民間保育園等が関係法令、通知等

を遵守し、通所児童等に対する適切な処遇並びに適正な施設運営を行っているか否かについて個

別的に明らかにするとともに、本市が積極的に助言又は指導を行うことにより、通所児童等の処

遇の向上及び施設運営の適正化を図ることを目的とする。 

 

２ 指導監査の対象施設 

⑴ 京都市認可の民営保育園（所） １９６施設 

⑵ 認定こども園（保育所型、幼保連携型、幼稚園型） ８３施設 

 ⑶ 新制度幼稚園（私立） ４施設 

 

３ 指導監査の実施方法（新制度幼稚園を除く。）（別紙１参照） 

 ⑴ 一般指導監査 

指導監査の対象施設から、運営状況に係る書類の提出を求め、その内容等について一般指導

監査を実施する。 

また、子ども・子育て支援法に基づく確認監査（実地指導）及び業務管理体制の整備に関す

る検査と一体的に実施し、社会福祉法人が経営する施設については、社会福祉法人に係る指導

監査を同時に実施する。 

   なお、施設ごとに直近の指導監査で把握した課題の程度を踏まえ、次のいずれかの手法によ

り監査を行う。 

  ア 大きな課題のない施設   「簡易監査」又は「通常監査」 

  イ 一定の課題のある施設   「重点監査」 

  ウ 重大な継続課題のある施設 「集中監査」 

 ⑵ 特別指導監査 

   重大な事故、不祥事等の問題が発生した施設又は一般指導監査等により問題が判明した施設

で、緊急を要するものに対し、関係事項について実施する。 

 ⑶ 新設指導監査 

   新設施設に対しては、事前に関係資料等の提出を求め、認可後１年以内に、施設として遵守

すべき基本的事項の指導を中心として実施する。 

 

４ 指導監査の主眼事項及び着眼点 

本年度の指導監査の主眼事項及び着眼点については、 

別紙２「民間保育園に対する指導監査の主眼事項及び着眼点」 

別紙３「保育所型認定こども園に対する指導監査の主眼事項及び着眼点」 
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別紙４「幼保連携型認定こども園に対する指導監査の主眼事項及び着眼点」 

別紙５「幼稚園型認定こども園に対する実地指導の主眼事項及び着眼点」 

別紙６「新制度幼稚園に対する実地指導の主眼事項及び着眼点」のとおりとする。 

 

５ 指導監査班 

指導監査は、原則として、係長職以上の職にある者を班長とし、同班長を含む２名以上の職員

をもって指導監査班を編成し、実施する。 

 

６ 提出書類 

⑴ 民営保育園（所） 別紙７「民間保育園関係資料」 

⑵ 認定こども園   別紙８「保育所型認定こども園関係資料」 

            別紙９「幼保連携型認定こども園関係資料」 

            別紙１０「幼稚園型認定こども園関係資料」 

⑶ 新制度幼稚園   別紙１１「新制度幼稚園関係資料」 

 

７ 一般指導監査日程 

⑴  提出書類の提出期限 

令和６年７月４日（木） 

⑵  指導監査実施日 

令和６年７月１６日から令和７年３月３１日までの期間で、別に定める日 

 

８ 指導監査結果 

⑴  是正又は改善を要する事項（以下、「指摘事項等」という。）については、監査終了時の

講評において指導するものとし、指導監査の結果は文書により通知する。 

なお、当該通知には、監査当日に講評した事項以外にも追加することがある。 

⑵  施設は、上記⑴の指摘事項等について是正又は改善を図るとともに、当該指摘事項等のう

ち、文書による指摘事項については、是正又は改善したことを確認できる書面を添付のうえ、

指定期日までに文書で京都市長に報告するものとする。 

 なお、新設指導監査においては、原則、文書による指摘は行わないこととする。 

⑶  適正な運営を欠いていると認められる施設、又は改善指導等に対して必要な改善措置等を

講じない施設については、個々の事例に応じ、児童福祉法第４６条第３項又は就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２０条若しくは子ども・子育

て支援法第３９条の規定等により、施設所管課と協議のうえ、改善を勧告し、又は改善措置

を講じるよう命ずることがある。 

 

９ 結果の公表 

指導監査の結果については、施設名、文書による指摘事項の内容、監査実施日、その改善状況

等を京都市情報館（京都市公式ホームページ）に掲載するものとする。 



 
 

令和６年度 民間保育園・認定こども園指導監査について 

 
 

○ 監査手法について 

概ね適切な運営が確保されている施設については監査内容を簡素化する一方、課題のある施設に

対しては、短期集中的に重点監査、集中監査と位置付けた監査を行う。 

 一般指導監査 → 大きな課題のない施設 「簡易監査」又は「通常監査」 

          一定の課題のある施設 「重点監査」（追加調査等含め重点的に指導） 

          重大な継続課題のある施設 「集中監査」（２～３日かけて強力に指導） 

 特別監査   → 不祥事等が発生した場合に随時実施 

  重点監査、集中監査の対象施設に対しては、保育士、管理栄養士といった専門職の配置や委託公認

会計士の監査班への同行等、課題に応じた「強力で重点的な指導」による、徹底的な改善指導を行う。 

  また、必要に応じて、事前に通知のない「抜打ち」での監査や、施設の実情をより具体的に把握す

るため、職員に対する聴取り調査等を行う場合がある。 

  なお、新設施設については、「新設指導監査」により、施設として遵守すべき基本的事項を中心に、

「通常監査」と同程度の内容で行うこととしている。 

 

 
 

 

 

 

 

簡易監査 通常監査 重点監査 集中監査 特別監査
対象 一定の課題のある施設 重大な継続課題のある施設 不祥事の発生等問題のある施設

実施期間 半日 １日 １日＋追加調査等 ２～３日程度
監査班 原則２名 ３名程度 ４名程度 ５名程度 必要数

実地監査項目

必須項目
（職員配置、安全管理等）

＋
前年度指摘事項

全項目
全項目

継続指摘項目等に対して
重点的に指導

全項目
特に重大な継続指摘項目（職
員配置基準、内部牽制体制
等）に対して強力に指導

問題の発生した項目

その他

・調理室は原則立入なし
・原則、翌年は通常監査
（ただし、最大２年まで連続
して簡易監査あり）

・指摘数が少なく、特段の
問題がない場合、翌年（法
人監査実施年度を除く）は
簡易監査

・必要に応じ法人理事会等に
立会い指導

・法人理事会等に立会い指導

・随時実施
　（問題発生時）
・改善されるまで継続して法人理事会
等に立会い指導

強力で重点的な指導

大きな課題のない施設

別紙１ 



１ 監査手法の分類基準について 

 前年度までの監査結果を踏まえ、以下の基準で分類している。 

⑴ 通常監査・簡易監査 

大きな課題のない施設 

※ 通常監査を基本とするが、「前年度の監査（簡易監査を除く）において、指摘数が少なく、特段

の問題がない場合」かつ「本市所管の社会福祉法人へ法人監査を併せて実施する年度でない場合」

は簡易監査とする。 

    なお、前年度に簡易監査を実施した施設のうち、「文書指摘なし」かつ「２年間継続している指

摘事項が２件以下」の施設については、最大で２年まで連続して簡易監査とすることがある。 

⑵ 重点監査 

  一定の課題を有する施設 

ア  指摘数が１０件以上あり、かつ３年連続で同一の指摘をした項目がある施設 

イ  指摘数が１０件未満の施設のうち、３年連続で同一の指摘をした項目が２件以上ある施設 

ウ  指摘数が１５件以上あり、上記ア及びイに当てはまらない施設（ただし令和４年度新設施設

を除く） 

エ その他継続的な指導を要する施設 

⑶ 集中監査 

  重大な継続課題を有する施設 

ア  重大な継続課題を複数有する施設（３日程度監査） 

イ  重大な継続課題を１件有する施設（２日程度監査） 

※  重大な継続課題 

   （ア）職員配置基準違反 

   （イ）経費支出に際して、会計責任者の確認等の内部牽制体制が確立されていない。 

   （ウ）必要な計算書類の未作成等、会計処理が著しく不適切である。 

 

２ 監査手法別の実施手順等 

  実地での指導監査であること、事前提出資料や当日の準備資料については、原則、各手法共通とす

る。 

⑴ 簡易監査 

    ア  午前又は午後の半日で実施する。 

  イ 施設内見学の実施については、原則、前年度の指摘事項について行う。 

    ウ  給食面で課題を有する場合を除き、原則給食の検食及び給食室への立入りは行わない。 

    エ  原則、施設長等関係職員及び会計事務所職員等の立会いを求める。 

⑵ 通常監査 

  ア １日の実施とする。 

  イ 施設内見学を実施し、施設の安全及び運営実態の確認を行う。 

  ウ 原則、給食の検食及び給食室への立入りを行う。 

  エ 事前提出資料及び当日準備資料を基に前年度指摘事項を含めた当年度及び前年度の運営に係

る内容確認を行う。 



  オ 原則、施設長等関係職員及び会計事務所職員等の立会いを求める。 

⑶ 重点監査 

    ア  課題の性質に応じて監査班に専門職を配置する。 

    イ  当日は、原則として⑶と同様の手順で実施するが、継続課題の改善状況や新たな課題の状況に

よっては追加資料の請求、資料の持帰り等を求めたり、一般職員からの聴取、実地監査日の追加

（抜打ちを含む）等の対応を実施する場合がある。 

⑷ 集中監査 

  ア  集中的に監査を実施するため、監査班を増員する。 

  イ  初日は原則として⑶と同様の手順で実施。２日目以降は重大な継続課題を中心に集中的な監査

を実施する。 

  ウ  課題の性質により、一般職員からの聴取、追加資料の請求、資料の持帰り等を求める場合があ

る。また、必要に応じて抜打ちによる訪問を行う場合がある。 

  エ  原則、施設長等関係職員の立会いを求めるが、複数日にまたがることから、不在時には書類監

査主体で行う等、状況に応じて対応する。 


